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新型コロナウイルス感染症に伴う通所系サービスの臨時的取扱いの適用開始について

津山市内で感染者が確認されました。令和２年４月２２日付津環社高第３０７号により通知して

いましたとおり、適用開始についてお知らせします。

なお、臨時的取扱いの留意点についてお示しいたします。

１ 通所系サービス事業所の職員が利用者の居宅へ訪問しサービス提供を行う場合（介護保険最

新情報：Vol.770 参照）
提供するサービスの内容や時間、頻度等については、本人や家族等の意向を踏まえ、居宅介護支

援事業所とも協議した上で決めてください。また、その内容を記録に残してください。

通常提供しているサービスに対応し、1 日に複数回の訪問が可能とされていますが、1 回の訪問
で提供可能なサービスを合理的な理由なく複数回に分割して提供することは適切ではありません。

２ 電話による安否確認を行う場合（介護保険最新情報：Vol.809 参照）
電話による安否確認を実施する前に、利用者ごとに、訪問によるサービスが必要ないか本人や家

族等の意向を踏まえて、居宅介護支援事業所とも協議し確認をしてください。また、その内容を記

録に残してください。

訪問が必要な利用者については、電話ではなく訪問により必要なサービスを提供してください。

通所系サービス事業所の職員が訪問できない場合は、居宅介護支援事業所と連携し、代替サービス

を確保してください。

また、電話による安否確認のみでも利用者負担が発生することなど、提供するサービスの内容に

ついて利用者や家族へ丁寧に説明し、了解を得てから実施してください。

職員が自宅等から電話を行う場合は、個人情報の取扱いには十分注意をしてください。また、個

人情報は事業所から自宅等へ持ち帰らないようにしてください。

３ 加算・減算等の取扱いについて

（１）サービス提供体制強化加算や介護職員処遇改善加算など、事業所の体制を評価する加算につ

いては、通常時に算定している場合は算定できます。

（２）送迎減算は、通常時に送迎を行っている利用者に対しては、減算を行う必要はありません。

ただし、通常時も送迎減算を算定している利用者は減算してください。また、事業所と同一建



物に居住する利用者への電話や訪問によるサービス提供は、減算の対象となります。

（３）入浴介助加算については、通常時も算定している利用者に対し、居宅へ訪問し入浴介助を行

った場合や、清拭・部分入浴など入浴介助に準ずるサービスを提供した場合は算定できます。

（４）個別機能訓練加算や口腔機能向上加算等については、通常時も算定している利用者に対し、

居宅へ訪問し、個別機能訓練計画等に沿ったサービスを提供した場合は算定できます。ただし、

個別機能訓練加算Ⅱについては、理学療法士等が直接実施することになっていますので、理学

療法士等が居宅へ訪問しサービスを提供した場合に算定できます。

４ サービス担当者会議及び居宅サービス計画等について（介護保険最新情報：Vol.816 参照）
地域密着型通所介護事業所及び認知症対応型通所介護事業所が新型コロナウイルス感染症対策

として、当該事業所の利用者に対して、当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく、時間

を短縮しての通所サービスの提供や、訪問によるサービスの提供を行う場合、事前に利用者の同意

を得た場合には、サービス担当者会議の実施は不要です。

ただし、代替として訪問介護の事業所がサービスを提供する場合については、サービス担当者に対

する照会等によりサービス担当者会議を実施してください。

また、上記の変更を行った場合には、居宅サービス計画に係るサービス内容の記載の見直しが必

要となりますが、これらについては、サービス提供後に行っても差し支えありません。

居宅サービス計画については、現行の計画書に、短縮した時間や、訪問によるサービス提供の内

容等変更内容を追記し、支援経過記録に変更日時、変更理由、また具体的な変更内容等を記載して

ください。

なお、同意については、最終的には文書による必要がありますが、サービス提供前に説明を行い、

同意を得ていれば、文書はサービス提供後に得ることで構いません。

個別サービス計画についても、同様の取扱いで差し支えありません。

５ 休業の届出について

通所によるサービスを休止する場合の他、通所サービス事業所におけるサービス提供と、居宅へ

の訪問によるサービス提供や電話による安否確認を適時組み合わせて実施する場合についても、指

定権者（津山市）へ必ず連絡をしてください。

連絡方法は、電話・ＦＡＸ・メールでお願いします。

【連絡・問い合わせ先】

津山市環境福祉部高齢介護課

〒708－8501 岡山県津山市山北520

電 話：0868－32－2070（直通）

ＦＡＸ：0868－32－2153

電子メール kaigo@city.tsuyama.ne.jp

担 当：庶務・事業者班


